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■ 日本の医療保険制度について 

健康保険の給付 

日本の医療保険制度は、日本に住んでいる全ての人が公的な医療保険に必ず 

加入するという 皆保険制度 となっています。 

公的な保険には 

① 会社の従業員が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）  

大企業や同一の業種の方で形成された健康保険組合  

② 船員が加入する船員保険 

③ 公務員や私立学校の教職員が加入する共済組合等 

④ 自営業者や農林漁業従事者などの地域住民が加入する国民健康保険 

⑤ 75歳以上が加入し広域連合（市区町村）が運営する後期高齢者医療制度 
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会社の従業員などの被用者と 
その被扶養者 

自営業者などの 
地域住民 

① 

全国健康保険協会 

健康保険組合 

② 

船員保険 ④ 

国民健康保険 

国民健康保険組合 

③ 
国家公務員共済組合 

地方公務員等共済組合 

私立学校教職員共済組合 

後期高齢者医療制度 

⑤ 

（協会けんぽ） 



■ 健康保険が使用できないもの 

業務上・通勤途上の事由によるもの 

業務上や通勤途上に起きたケガ等は、労働者災害補償保険(労災保険)から給付を受けるこ
とになります。業務上や通勤途上のケガ等であるにも関わらず社員の方が健康保険証を提
示して受診した場合は、すみやかにTJKへ連絡するようお伝えください。 

治療のためではないもの 

健康診断、成人病検査、人間ドックなど 

※診断の結果、治療の必要が認められた場合の治療費は健康保険が適用されます 
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病気とみなされないもの 

(1) 日常生活に支障のないもの 
 いぼ、にきび、あざ、わきが等 
 ※治療を必要とする症状のあるものは健康保険が適用される 
 
(2) 回復の見込みのないもの 
 近視、遠視、乱視、斜視、色盲等 
 ※視力に変調があるときの診察、検査、眼鏡の処方箋は健康保険が適用される 
 
(3) 美容のための整形手術 
 隆鼻術、二重まぶたの手術等 
 ※外傷、火傷の処置のための整形手術は健康保険が適用される 
 
(4） 正常な妊娠および分娩 
 ※妊娠中毒症、異常分娩など、治療を必要とするものは健康保険が適用される 
 
(5) 経済的理由による人工妊娠中絶 
 ※経済的理由以外の人工妊娠中絶は健康保険が適用される場合がある 
 
(6) 身体的機能に支障のない先天性疾患 
 小耳病、四肢奇形等 
 ※美容のためでなく社会通念上治療の必要があると認められるものは健康保険が 
  適用される 

 健康保険は全ての病気やケガに使用できるわけではなく、業務外で生じた病気やケガを
対象としています。以下は健康保険を使用して受診することはできません。 



３ 

自己負担
２割 

健保負担８割 

自己負担３割 健保負担７割 

自己負担３割 健保負担７割 

未就学児童 

現役並み所得者 

（標準報酬月額28万円以上の被保険者と
その扶養者） 

一   般 

義務教育～69歳 

70

～
74

歳 健保負担８割 
自己負担

2割 

◎診療報酬明細書(レセプト)とは？ 
人ごと・月ごと・医療機関ごと(ただし医科・歯科、入院・外来別)で作成される医療機関
の請求明細書。TJKはレセプトに基づき医療費を医療機関へ支払います。 

■医療費のしくみ 



【Ⅰ】医療費の負担額が高額になったとき 

①高額療養費・付加金の計算方法 

②自動払 

③限度額適用認定証の申請 
(医療費の窓口負担額を減らしたいとき） 

④高額療養費・付加金の申請が必要な方 

４ 

付 加 給 付 

法 定 給 付 

付加給付・・・法定給付に上乗せして 

       ＴＪＫが独自に行う給付（付加金等） 

法定給付・・・全国の組合で一律に受けられる給付 

       （高額療養費等） 

ＴＪＫの給付は 

「２階建て」 



 ① 高額療養費・付加金の計算方法 
 

■高額療養費 
〔70歳未満〕医療機関の窓口で支払う自己負担額（レセプト1件ご
と）が、以下の計算式で算出される「自己負担限度額」を超えた場合、
超えた額を高額療養費として支給します。 

適用 

区分 
所得区分 自己負担限度額 

ア 
標準報酬月額 

8３万円以上 

252,600円+（総医療費－842,000円） 

                ×1％ 

イ 
標準報酬月額 

53～83万円未満 

167,400円+（総医療費－558,000円）     

                ×1％ 

ウ 
標準報酬月額 

28～53万円未満 

80,100円+（総医療費－267,000円） 

                ×1％ 

エ 
標準報酬月額 

28万円未満 
57,600円 

オ 
低所得者 

（住民税非課税者） 
35,400円 

※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となりません。 

※「所得区分」は被保険者の標準報酬月額に基づきます。 

※低所得者とは、被保険者本人が住民税非課税の場合該当します。 

５ 

＊法定給付(全国の組合で一律に受けられる給付)  



６ 

区分 
ひと月の 
上限額 

   （世帯ごと） 外来（個人ごと） 

現役Ⅲ 
252,600円+ 

（総医療費－842,000円）×1％        

現役Ⅱ 
167,400円+ 

（総医療費－558,000円）×1％ 

現役Ⅰ 
80,100円+ 

（総医療費－267,000円）×1％ 

一般 18,000円 57,600円 

低所得
者 

8,000円 

24,600円 

15,000円 

■高額療養費   

〔70歳以上〕医療機関の窓口で支払う個人ごと世帯ごとの上限額が、
以下の計算式で算出される「自己負担限度額」を超えた場合、超えた
額を高額療養費として支給します。 

※詳細は組合ホームページをご確認ください。 



健保組合 ７割 

５４，３９０円 

自己負担 ３割 

２３，３１０円 

◎付加給付の例 

一部負担還元金、家族療養費付加金、合算高額療養費付加金など 
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自己負担額－20,000円＝付加金（100円未満切捨て） 
 
23,310円－20,000円＝3,310円≒ 3,300円 

               （一部負担還元金） 

                  
 

【例1】 

被保険者Ａさんが7月１０日～7月３１日まで歯医者さんにかかりました。 

健康保険での３割の自己負担額の合計が 23,310円のとき、 

Ａさんに給付される付加給付はいくらでしょう。 

総医療費 ７７，７００円 

【答え1】 3,300円 

■付加金 
 

高額療養費(法定給付)を除いた自己負担額からさらに20,000円を控
除した額を、付加給付として支給します（ただし100円未満切捨て、
1,000円未満不支給）。 

＊付加給付(TJKが独自に行う給付。大きなメリット) 



●月をまたいだ場合、診療月単位で算出します 

健保組合 ７割 
490,000円  

自己負担 ３割 
210,000円 

20,000円   

区分ウ  自己負担限度額 80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 

自己負担分３割 
210,000円 

自己負担限度額 
84,430円 

自己負担限度額 
84,430円 

高額療養費 
（法定給付） 
125,570円 

家族療養費付加金 
（付加給付） 

64,400円 

自己負担限度額 
84,430円 

●算出式 

80,100＋（700,000－267,000）×1％ ＝ 

－ ＝ Ａ 

ＴＪＫからの給付額  Ａ＋Ｂ＝189,970円 

8月の最終的な負担額 210,000円－189,970円＝20,030円 
9月の最終的な負担額           18,600円 
                  (高額・付加金共に非該当のため） 

B 

8/20～8/31の総医療費 700,000円 

－ ＝ 

【例2】 
被扶養者Ｂさん（区分ウ）が8月20日から9月2日まで、月をまたいだ入院
で228,600円支払いました。 

食事療養費と差額ベッド代を除いた、健康保険での３割の自己負担額の 
内訳は以下のとおりです。 

      8月２０日～8月３１日  210,000円 

      9月１日～9月２日    18,600円 

Ｂさんへ給付される高額療養費・付加給付はいくらでしょう。 

(100円未満切捨て) 

【答え2】 189,970円 
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② 自動払 
在職されている被保険者(本人)やその被扶養者(家族)に対する給付金は、診療報酬明細

書（レセプト）に基づき人ごと・月ごと・医療機関ごと(ただし医科・歯科、入

院・外来別)で算出し、概ね診療月の３カ月後に事業所の給付金受領代理人口座（給付

金専用口座）に自動払します。  
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【医療費助成を受けている方へご案内ください】 

国や市区町村より医療費助成を受けている方、これから受けられる方がいる場合は、医療証の

両面コピーを添付し「医療費助成制度該当届」を速やかに給付グループまで提出するようご案

内ください。 

子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費などの対象で医療機関等での窓

口負担がない場合、ＴＪＫからの給付金は支払われません。重複払となった場合、給付金を返

金いただくことになります。 

●自動払となる給付金の例 

本人高額療養費・家族高額療養費・合算高額療養費 

一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金  

医療機関 審査・支払 
機関 

    ◆受診から給付金支払までの流れ◆ 

 

  

※未就学児童・退職者は除く 

受診 

医療行為 

レセプト 

医療費 

レセプト 

医療費 

患者 

10月 11月 12月 

保 険 給 付 

1月 事業所の給付金 

受領代理人口座 
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医療費助成制度該当届 

★「医療費助成制度該当届」はホームページからダウンロードすることができます。 

トップページ＞届出書・申請書の印刷＞給付関連(各種給付金) 

            ＞医療費が高額になったとき（6）医療費助成制度該当届 



③ 限度額適用認定証の申請 
（医療費の窓口負担額を減らしたいとき） 

70歳未満、70歳以上ともに「限度額適用・標準負担額減額認定証」と
「健康保険証」を医療機関等に提示すれば「1.」同様の取り扱いとな
るだけでなく、入院時の食事療養標準負担額が軽減されます。 

・限度額適用認定証は、高額な医療費の支払が見込まれる場合事前にTJKか

ら交付を受け、すみやかに医療機関等に提示する必要があります。 

・TJKが申請書を受理した月の１日から有効(発効年月日)なものを交付しま

す。必要な方はお早めにご申請下さい。 

提出書類 

【70歳未満 区分ア～エ】【70歳以上 現役Ⅰ・Ⅱ】 

  ⇒「限度額適用認定申請書(上位・一般用)」 

【70歳未満・70歳以上の低所得者】 

  ⇒「限度額適用・標準負担額減額申請書(低所得者用)」 
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1.【70歳未満で「区分ア～エ」に該当する場合】 

「限度額適用認定証」と「健康保険証」を医療機関等に提示すれば、
一医療機関ごと(入院・外来・調剤)の支払は「自己負担限度額」までで
済み、自己負担限度額を超えた額は高額療養費としてTJKから医療機関
へ直接支払われます。 

３.【被保険者が低所得者の場合】 

※70歳以上の現役Ⅲ、一般の方は「限度額認定証」の申請は必要ありません。自己負担
上限額を超えた額は高額療養費としてＴＪＫから医療機関へ直接支払われます。 

【限度額適用認定証を交付された後の注意事項】 

２.【70歳以上で「現役Ⅰ・現役Ⅱ」に該当する場合】 

現役並みの所得の方は３区分に分かれているため、申請により所得に
応じた「限度額適用認定証」を交付します。「限度額適用認定証」
「高齢受給者証」「健康保険証」を医療機関に提示すれば「1.」と同
様の取り扱いとなります。 
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捺印が無い場合
は発行できませ
ん。捺印もれの
ないようご注意
ください 

「疾病の原因」が
怪我・交通事故・
傷害の場合は、 

いつ・どこで・ど
のような状況での
けがなのか、相手
がいるのか等詳細
をご記入ください 

限度額適用認定証(見本) 

有効期限を経過したものや、 
使用しなくなった場合は 
TJKに認定証をご返却ください 

上位・一般用 
７０歳未満（区分ア～エ） 
７０歳以上（現役Ⅰ・Ⅱ） 



市区町村で非課税の証明を受けるか、 
または 
非課税証明書原本を添付してください 

捺印が無い場合
は発行できませ
ん。 

捺印もれがない
ようご注意くだ
さい 

低所得者の 
入院時の食事代
(標準負担額)は、
長期入院に該当
の場合、 
以下の通り減額
されます。 

＊一食あたり 

210円→160円 

低所得者用 
７０歳未満（区分オ） 
７０歳以上（低所得者） 
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限度額適用・標準負担額 
減額認定証(見本) 



【例3】 

資料８ページ【例2】の被扶養者Ｂさんが 

限度額適用認定証を使用した場合と使用しなかった場合の自己負担額や 

ＴＪＫからの給付金を比較してみましょう。 

 

 

 

限度額適用認定証を使用 

 
自己負担限度額 

84,430円 
80,100+（700,000-267,000）×1％ 

付加金 64,400円 
84,430－20,000 
100円未満切捨て 

高額   125,570円 

付加金  64,400円 

合計   189,970円 

3ヶ月後にTJKから自動払いされる給付金 

総医療費 700,000円 

最終的な負担額 
20,030円 

病院での自己負担額 

限度額適用認定証を不使用 

 
自己負担 3割 

210,000円 
700,000×30％ 

A 

B 
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限度額適用認定証の交付を申請しない場合や交付を受けたものの医療機関等の窓口で提

示しなかった場合で、高額療養費に該当するときは受診月の約3ヵ月後にTJKから９ペー

ジの「②自動払」で給付を受けることができます。 



(ア)被扶養者として認定されている未就学児童 

申請書はホームページからダウンロードできます 

         

 

        

 

 

④ 高額療養費・付加金の申請が必要な方 

※申請する場合は医療機関の領収書写しを添付してください 
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トップページ＞届出書・申請書の印刷＞給付関連(各種給付金)＞医療費が高額になったとき  

(3)本人・家族 高額療養費・一部負担還元金・家族療養費付加金支給申請書 

 少子化が進むなか、多くの市区町村では子育て支援策の一環として、医療費の 
2割にあたる自己負担を「乳幼児医療費」「子ども医療費」などで助成しており、
未就学児童は窓口負担が無いことが多くなっています。 

 国・自治体からの医療費助成が受けられず高額療養費・付加金に該当する自己 
負担がある場合には、TJKへ申請を行ってください。 

 

(イ)支払日に退職しており自動払いされなかった方 

※病院の請求が遅ければ 

     遅れることがあります。 

７月受診 受診の３ヵ月後に会社へ自動払い 

例）１０月３１日退職の方の場合 
１０月３１日退職 

８月受診 

９月受診 

１０月受診 

１０/１０
払い 

１１/１０
払い 

１２/１０
払い 

１/１０
払い 

申請書と 

領収書（写）が 

必要です 

病院から請求が到着後、在職中の方の高額療養費 ・ 付加金は事業所へ自動的にお支払しますが、 

退職した方は申請払いです。但し、喪失届の提出が遅れた際には、事業所へ自動的に支払われること

があります。 

退職前の３ヶ月間に高額な医療費がかかった方には、 

本人よりＴＪＫへ申請が必要な旨ご案内ください。 



【Ⅱ】療 養 費 

医療費を立替え払いしたとき 

提出書類 

・立替払等 

 本人 家族 療養費 

 一部負担還元金 家族療養費付加金 支給申請書 

 

・海外受診 

 本人 家族 療養費 

 一部負担還元金 家族療養費付加金 支給申請書 

 

・治療用装具 

 本人 家族 療養費 

 一部負担還元金 家族療養費付加金 支給申請書 

 

・はり・きゅう 

 本人 家族 療養費支給申請書 

 

・あん摩・マッサージ 

 本人 家族 療養費支給申請書 
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ＴＪＫでは下記のとおり申請内容に応じた申請書をご用意しております。 

★申請書はホームページからダウンロードすることができます。 

トップページ＞届出書・申請書の印刷＞給付関連(各種給付金)＞立て替え払いしたとき 



療養費〔本人・家族〕 

■給付のポイント 

 健康保険では、業務外等で生じた病気やケガについて、保険医療機関

等に健康保険証を提示して「療養の給付」を行うことが原則とされてい

ます。しかし、例外的に付近に保険医療機関がない場合や、被保険者に

やむを得ない事情等で療養の給付を行うことができない場合があります。

これを補うために現金給付として療養費払い制度が設けられています。 

 

■支給の条件 

(1)健康保険組合が｢療養の給付｣を行うことが困難であると認めたとき。 

(2)保険医療機関以外において医療をうけた場合に、やむを得ない事情 

  があると健康保険組合が認めたとき。 
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■給付額 

 医療機関に支払った費用のうち、療養に要する費用として算定 

 された額の７割または８割相当額。 

■給付期間 

 被保険者・被扶養者資格のある期間内。 



立替払いの主な支給例 

(1)子どもが生まれて被扶養者申請の手続き中に、その子どもが 

 病気やケガをしてしまい病院を受診した。 

(2)被保険者の資格取得手続き中に病院を受診した。 

(3)旅先や出張先(業務中を除く)で健康保険証を持ち合わせてい 

 ないとき、病気やケガで病院を受診した。 

(4)スキー場などでケガをして、付近に健康保険指定の病院が 

   見つからず、やむを得ず季節開設の非保険医で受診した。 

(5) 海外で診療を受けた。(治療目的で渡航した場合を除く） 

(6)関節用装具やコルセットなど、治療用装具を作った。 

(7)9歳未満の子供が、治療用眼鏡を作った。 

(8)はり・灸・あんま・マッサージの施術を受けた。 

(9)接骨院・整骨院（柔道整復師）で施術を受けた。 

18 
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① 自費で受診したとき 
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原本 

医
師
印 

原本 



2１ 

 ② 海外で受診したとき 



■海外療養費について 

海外旅行や赴任中(業務外)に急な病気やケガでやむを得ず現地の医療機
関で診療を受けた場合、申請により一部医療費の払い戻しを受けること
ができます。 
 
支給対象となるのは、日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が
受けられる治療等（保険診療）に限ります。美容整形やインプラントな
ど、日本国内で保険診療とならない医療行為や投薬を受けた場合は全額
自己負担となります。なお、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合
は支給対象外となります。 

■申請書の作成について 

・受診者別・受診月別で申請書を作成してください。 
 
・複数の医療機関で受診した場合は医療機関別に申請書を作成してください。 
 
・入院・外来で受診した場合は同一医療機関であっても別々に申請書を作成 
 してください。 

■支給額について 

「海外療養費」の支給額は、海外で実際に支払った額の７割または８割をお
支払するものではありません。日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療し
た場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が
低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額を支給し
ます。 
 
そのため、海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額
よりも、支給額が大幅に少なくなることがあります。 
 
なお外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算
率(売りレート)により円に換算し、支給額を決定します。 

海外療養費を申請する際の注意事項 

2２ 



海外で歯科を受診した場合、上記申請書類の②に代わり「歯科診療内容 
明細書（様式Ｃ）」を添付してください。治療部位・傷病名・処置の概要が
明確にわかる書類を添付してください。 

■歯科を受診した場合の添付書類について 

傷病名・診療日数・症状の概要・治療内容・手術処置名・使用薬剤名・使用
薬剤量等についてそれらが明確にわかる書類を添付してください 

■医師による証明について 

 ① 「診療内容明細書（様式Ａ）」 ・・・・・現地の担当医師が記入 
 
 ② 「領収明細書（様式Ｂ）」 ・・・・・現地の担当医師が記入 
                  
 ③ 領収書の原本 
 
 ④ 全ての添付書類に対する翻訳文  ・・・・・翻訳者が記入 
    ※本人による翻訳も可 
    ※翻訳文には翻訳者の住所・氏名を記入し捺印をしてください。 
 
 ⑤ 海外に渡航した事実が確認できる書類（航空券・パスポート等）の写し 
 
 ⑥ 海外の医療機関に対して療養内容の照会を行うことの同意書 
 
                    

■医科を受診した場合の添付書類について 

2３ 

海外療養費 ７割 

７万円 

自己負担 ３割 

３万円 

《対象外》 

５万円 

実際に支払った額 １５万円 

日本での算定額 １０万円 

海外療養費として支給されます 「日本での算定額」と
比べて超過した額は、
支給計算の対象外と 
なります。 



2４ 

③ 装具を作ったとき 



2５ 

装具代の領収日 

医師の証明日 

★
こ
こ
を
チ
ェ
ッ
ク
！
★ 

 

領
収
日
は
医
師
の
証
明
日
以
降
で
す
か
？ 

原本 

原本 
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④ 小児用眼鏡を作ったとき 

※申請にあたっては28ページの小児（9歳未満）治療用眼鏡等の療養費支給における注意事項を 

  ご参照ください。 
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医師の作成指示日 眼鏡代の領収日 

★ここをチェック！★  

 領収日は作成指示日以降ですか？ 

コピー コピー 

原本 



小児（9歳未満）治療用眼鏡等の療養費支給における注意事項 

 ①弱視   ②斜視   ③先天性白内障術後の屈折矯正 

① 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書写し 

② 治療用眼鏡等を作成し、又は購入した際の領収書（費用額を 

  証する書類）原本 

③ 患者の検査結果写し 

・0～4歳 前回作成指示日から 1年以上経過 していること 

・5～8歳 前回作成指示日から 2年以上経過 していること 

■対象疾病 

■添付書類 

■更新（再作成） 

■支給上限額 ※上限を超える金額は算定対象外  

28 

基準変更【令和元年10月1日より】 

   

 

     38,461円     

 【 0歳～6歳(未就学児）】  

    30,768円 （8割相当） 

 【６歳(就学児）～8歳】  

   26,922円 （7割相当） 

領収日が令和元年9月30日まで  
   

 

      38,902円     

 【 0歳～6歳(未就学児）】  

    31,121円 （8割相当） 

 【６歳(就学児）～8歳】  

    27,231円 （7割相当） 

領収日が令和元年10月1日以降  



⑤ はり・きゅう、あん摩・マッサージの 
施術を受けるとき 

はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける場合は、施術費用をご

自身で全額立て替えたのち、健康保険の対象となる場合は施術費用の一部

を「療養費」としてTJKへ請求することができます。主として慢性病で「保険

医療機関等で療養の給付を受けても所期の効果が得られなかったもの、または今まで

に受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていない」が、はり・灸の施術を行うこ

とにより、治療上の効果が得られると医師が認めた場合、6ヵ月を限度としてかかることが

できます。 

≪健康保険が適用されるのは以下の傷病名のみ≫ 

はり・きゅう・・・1.神経痛 2.リウマチ 3.腰痛症  

         4.五十肩 5.頚腕症候群 6.頚椎捻挫後遺症  

あん摩・マッサージ・・・1.関節拘縮 2.筋麻痺 

29 

 ★ 同一疾患に対して医療機関で治療を受けている場合は、併用してはり・灸、あん摩・マッサージの施術 
    を受けた場合にTJKへ療養費の請求をすることはできません。  

医師が治療の必要性を認めた場合に限るため、申請する場合は医師の同意書（原本）を添付し
てください。治療が長期に渡る場合は、6ヵ月ごとに医師の同意書（原本）の添付が必要です。 

申請書類 

①療養費支給申請書 

②領収書原本 

③医師の施術同意書 

④〔施術継続の再同意のため①の施術内容欄の「施術報告書交付料」が算定されている場合〕 

   施術報告書（写し） 
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 療養費支払い方法を償還払いに統一 

 はり・きゅう、あんま・マッサージ施術の療養費は、施術を受けた方自身が一旦全額支払っ

たうえで、健康保険組合へ療養費（7～9割）の請求をする方法（償還払い）と、保

険証提示により本人負担分（1～3割）を支払い、残りは施術所より健康保険組合に請

求を行う方法（代理受領払い）が併存しておりました。 

しかしながら今般、厚生労働省からの通知により「代理受領払い」が廃止となった為、ＴＪ

Ｋでは支払い方法を令和元年10月施術分より、一旦全額支払ったうえで請求する「償

還払い」に統一する事となりました。 

療養費申請から支払いまでの流れについて 

①施術を受けた方自身が請求内容を確認し施術料の全額を施術所で支払い「領   

  収書」を受け取ります 

②施術所より施術内容等の証明を受けます（療養費支給申請書内に記載） 

③申請書類を揃え、ご提出ください 

④当組合で審査後、指定の口座へお支払いいたします。 
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☞ポイント 
 支払額は合ってますか？領収書は添付！  

☞ポイント 
印漏れ注意！ 
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☞ポイント 
 支払額は合ってますか？ 領収書は添付！ 

☞ポイント 
印漏れ注意！ 



⑥ 接骨院・整骨院で施術を受けるとき 

 接骨院・整骨院は、健康保険法で規定された保険医療機関ではありませ

ん。施術を行う柔道整復師は医師ではないため、健康保険の適用となるの

は「急性」「外傷性」のケガのみです。単なる肩こり、腰痛や筋肉疲労・

筋肉痛の改善を目的としたマッサージなどは健康保険の適用になりません。 

≪健康保険が適用されるのは５つのケガのみ≫ 

①打撲 ②捻挫 ③挫傷（肉離れ等）④骨折 ⑤脱臼  

（ ④・⑤は、応急手当て以外は医師の同意が必要） 

≪健康保険が適用されず自費となる主な例≫ 

（1）日常生活や加齢などによる疲労や肩こり・腰痛・五十肩・体調不良等 

（2）スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛の改善を目的としたマッサージ 

（3）医師の同意のない骨折や脱臼の施術（応急処置を除く） 

（4）負傷原因が不明で症状の改善がみられない痛みやこり 

（5）医療機関で同一部位の治療を受けながら、並行して接骨院・整骨院でも
施術を受ける場合 

（6）病気（神経痛・リウマチ・関節炎・ヘルニア等）からくる痛みやこり 

（7）出産後の骨盤矯正 

（8）漫然とした長期に渡る施術 

（9）業務上や通勤退勤途上のケガ（労災保険扱いとなります） 

★自費の施術であるにもかかわらず誤って健康保険証を使用して施術を受けた
場合、TJKが負担した施術費用を返還していただく事になるためご注意くださ
い。 
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≪健康保険で施術を受けるときの注意≫ 

 接骨院・整骨院での施術費用は、原則として一旦全額を自己負担し、

事後にTJKに申請して還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。

しかし、都道府県と協定を結んでいる接骨院・整骨院においては、療

養費の支給申請を柔道整復師に委任できるため、保険医療機関と同様

に一部負担額を支払えば施術を受けられるしくみになっています。健

康保険証を使って施術を受ける場合は、以下の点にご注意ください。 

（1）必ず健康保険証を提示する 

（2）負傷内容（負傷した部位・時間・場所・理由・症状等）を
正確に伝える 

（3）接骨院・整骨院からTJKへの誤請求・不正請求の原因にな
るため「療養費支給申請書」への白紙署名や印鑑を渡すこと
はせず、負傷内容、日数、金額など記載内容を確認して、自
分で署名・捺印する 

（4）領収書を保管しておく 

（5）TJKから照会があった場合に回答できるように施術内容等
をメモしておく 

≪施術内容の照会について≫ 

TJKでは医療費適正化の一環として、接骨院・整骨院からの誤った 

施術内容による請求や不適正な請求を防止するため、施術を受けた方
に負傷原因等の照会をさせていただく場合がありますので回答にご協
力ください。 
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【Ⅲ】記入の注意事項（各給付金共通） 

■ 給付金の受領を代理人に委任するとき（在職者等） 

 各請求書に設けられている「委任状」欄に請求者（被保険者本人）の 

住所・氏名を記入し、請求印（請求者氏名記入欄わきに捺印した印）と同一の印を 
捺印し、「（1）事業主の選定した保険給付金受領代理人」を丸で囲んでください。 

■ 給付金の受領を個人（請求者）払いにするとき（退職者等） 

 請求者の指定した口座に直接振込みます。銀行名・支店名・口座番号等を 

正しく記入してください。 
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【Ⅳ】よくあるご質問 
Ｑ&Ａ  

①限度額適用認定証 編 

②その他 編 



限度額適用認定証はどのように申請すればよいですか？ 

 郵送または窓口に直接提出してください。 
   ※会社を経由せずに被保険者から直接TJKへ提出していただけます 
 
 ＨＰトップページ→「限度額適用認定証の申請はこちら」をクリック  
 →申請書をダウンロード。必要事項を記入・捺印しご提出してください。 
 
 【郵送・窓口提出先】 
  〒１０２－８０１７  東京都千代田区富士見１－１２－８  
                        ＴＪＫプラザ  
  東京都情報サービス産業健康保険組合 給付グループ宛 
  平日９：００～１８：００ 
        
 ※被保険者以外の代理人が申請書を窓口に提出し「限度額適用認定証」を受取る場合は、  
  あらかじめ委任状欄に記入・捺印された申請書を持参してください。代理人の身分証 
  明書(免許証など顔写真付のもの)を確認のうえで交付します。 

添付書類は必要ですか？ 

  添付書類は不要です。申請書のみご提出ください。ただし、低所得者用の申請書を提出す 
る場合は被保険者の「非課税証明書」を添付してください。 

Ｑ１ 

Ｑ２ 

申請書を提出すると、どの程度の期間で手元に届きますか？ Ｑ３ 
＜TJK窓口に提出した場合＞ 
 １０分程度で発行手続きを行い、当日窓口でお渡しします。 
  
 ※被保険者以外の代理人が「限度額適用認定証」を受取る場合で委任状欄への記入がな 
  かったり、代理人の身分証明書の提示がないときは窓口でのお渡しができないため、 
  郵送受付と同様の取扱いとなります。  

＜郵送で提出した場合＞ 
 ＴＪＫで申請書を受付けたのち２～３日(営業日)以内に「限度額適用認定証」を作成し 
 簡易書留郵便で発送します。提出から1週間程度での到着が目安です。送付先はご自宅 
 または申請書に記載された送付希望先のいずれかとなります。 
 

 ～①限度額適用認定証 編～ 
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電話やFAXではお受
けできません。 

ご注意ください。 

TJK 



Ｑ5 

交付された限度額適用認定証は返却する必要がありますか？ 

 下記に該当した場合は破棄せず、速やかにご返却ください。 
 
 ・有効期限が切れた場合 
 ・会社を退職した場合 
 ・必要がなくなった場合 
 ・記載内容に変更があった場合 
 
※有効期限を経過した後も継続して交付を希望する場合や、記載内容(住所欄を除く)に変 
 更が生じ再交付を受ける場合は「限度額適用認定証」を返却いただくとともに再度申請 
 書を提出してください。 
 

Ｑ4 限度額適用認定証を提示しなかった場合と提示した場合では、医療機関の窓
口で支払う自己負担額はどの程度違いますか？ 

   参考例【資料1４ページ】の場合 総医療費 ７００，０００円 
 
＜医療機関の窓口で支払う自己負担額＞ 
①限度額適用認定証を提示しなかった場合   ・・・２１０，０００円 
②限度額適用認定証を提示した場合      ・・・ ８４，４３０円 
 
※提示をしなかった場合であっても、①と②の差額は「高額療養費」として付加金とともに  
 給付するため、最終的な自己負担額は提示の有無に関わらず同額となります。給付金は概  
 ね受診月の3ヶ月後にTJKから会社へ自動払いでお支払します。 

39 

Ｑ6 

社員が緊急入院しました。限度額適用認定証は「事前申請」とのことですが、入
院後や退院後でも申請することができますか？ 

基本的には事前申請ですが、以下のような場合は事後申請であっても交付いたします。 
 
 ①医療機関から「退院日までの提示」でよいと了承を得たため入院中に申請した 
 ②医療機関へ限度額適用認定証の申請手続中であることを伝えたところ、退院後 
  に限度額適用認定証が交付されてから精算することとなったため退院後に申請した 
 
なお、限度額適用認定証はTJKが申請書を受理した月の1日から有効な証を作成するため、前
月へ遡っての作成を希望する場合は備考欄へその旨をご記入ください。 
 
 (例)２月に退院したが1月分の入院費用が未精算の場合 
   「1月分が未精算のため、1月から使える認定証を作成してください」 



 【資料１５ページ】参照 退職する前3ヶ月以内の受診分は自動払いとならないため、自己
負担額が２０，０００円を超える医療費の負担(※)がございましたら、高額療養費・付加金
の申請が必要となることをお伝え下さい。 
    
  ※人ごと・月ごと・医療機関ごと(ただし医科・歯科、入院・外来別)の自己負担が 
  ２０，０００円を超えた場合(ただし１００円未満切捨て、１，０００円未満不支給)。 
 

給付金は診療を受けてからどの程度の期間で自動払いされますか？ 

また支給決定通知書はいつ頃届きますか？ 

 概ね受診月の3ヶ月後に会社の給付金受領代理人口座（給付金専用口座）へお振込みします。 
 
会社控の「給付金送金のお知らせ」と本人控の「保険給付金支給決定通知書」を併せて、支
払日の前日にＴＪＫから会社へ発送します。「保険給付金支給決定通知書」は給付金ととも
に被保険者へお渡しください。 

医療費助成を受けている社員がいますが、届け出は必要ですか？ 

【資料9・10ページ】参照 「医療費助成制度該当届」に医療証(券)の両面コピーを添付 
し給付グループへ提出するようお伝えください。         
  
 ※医療機関の窓口で負担がないにも関わらず、届出が遅れたり、届出を行わなかった等の 
  理由で自動払いにより給付金を受取られた場合、ＴＪＫに給付金をお返しいただくこと 
  となります。広報誌やホームページでお知らせしておりますが、併せて事務ご担当者様 
  から社員の方へのご周知をお願いします。 
 

Ｑ１ 

Ｑ２ 

Ｑ4 

高額療養費・付加金の申請をする際、申請書はいつ提出すればよいですか？ 

高額療養費・付加金の申請について、退職する社員には何を説明すればよい 

ですか？ 

 

Ｑ３ 

 該当月の翌月以降にご提出ください。被保険者からTJKへ直接ご提出いただけますが、会社
へ提出があった場合はすぐにTJKへご提出ください。 

 ～②その他 編～ 
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【資料２1～23ページ】参照「海外療養費」の支給額は海外で実際に支払った額の7割また
は8割をお支払するものではなく、日本国内の医療機関等で同じ傷病を治療した場合にかか
る治療費を基準に計算した額（実際に海外で支払った額の方が低いときはその額）から自
己負担相当額（患者負担分）を差し引いた額です。 
  
 なお、外貨で支払われた医療費については、支給決定日の外国為替換算率（売レート）
を用いて円に換算し支給額を算出します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 提出された領収書は返却することができません。必要であれば提出をする前にコピーを取
る等の対応をお願いします。 
 
手続き等で領収書が必要な場合は、返却をする代わりに「領収書原本証明書」を交付します。
証明依頼書により被保険者からご依頼ください。 
 
トップページ＞届出書・申請書の印刷＞給付関連（各種給付金）＞その他 証明依頼書 
必要事項を記入・捺印しご提出ください。 

療養費を申請した際の領収書は返却してもらえますか？ 

組合員の方が整骨院(接骨院)で施術を受けた場合、適正な給付を行うことを目的に、施術内
容や施術経過についてＴＪＫから被保険者のご自宅宛で照会文書を送付させて頂く場合があ
ります。 
 
【資料34ページ】参照 整骨院(接骨院)での施術費用の全てが健康保険の適用とはならな 
いことから、柔道整復師からの請求内容に誤りがないか確認をさせていただきます。 
 
社員の方からお問い合わせがありましたら、ご協力をいただきますようお伝えください。 
※ガリバー・インターナショナル㈱を通じて照会をさせていただきます。 

社員から整骨院(接骨院)の施術に関して照会文書が届いたと質問がありました。 

何のために送付しているのですか？ 

Ｑ6 

Ｑ7 
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Ｑ5 社員から海外旅行中に病気になり海外療養費を申請したら支払った医療費の
額よりＴＪＫから給付された金額が少ないと質問がありました。なぜですか？ 



必要書類については社員の方からご連絡をいただいたのち、事故等の詳細を
お伺いしたうえでTJKから郵送させていただきます。 

提出書類 ●「第三者の行為による傷病届」 

添付書類 

 

〔自動車事故のとき〕 

●「自動車(交通）事故証明書」 

●「診断書」 

●「治療費等支払い誓約書」 

●死亡のとき・・「戸籍謄本」および「死亡診断書」 

●示談をしているとき・・・・「示談書」の写し 
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健康保険は業務外で生じた病気やケガを対象としますが、他人の行為が原因
となる病気やケガ(＝第三者の行為による傷病)の場合、TJKではなく第三者
(＝加害者)に医療費を負担する義務が発生します。 

第三者の行為によりケガ等をし、健康保険証を提示して治療を受ける場合は、
健康保険証を使用する前にTJKの承認を受け、「第三者の行為による傷病
届」を提出していただくこととなります。 

上記書類を提出いただくことにより、TJKは加害者に対する「損害賠償請求
権」を取得し、立替えた7割または8割の医療費を加害者へ直接請求すること
となります。 

１．業務上、通勤途上でないか確認しましょう 

業務上や通勤途上のケガ等は労災保険の適用です。健康保険は使用できない
ため、管轄の労働基準監督署へお問合せください。 

２．業務外であった場合、速やかにTJKへ連絡するよう説明下さい 

※相手がいない事故(自損事故)は健康保険の適用ですが、事故の詳しい状況
を確認するため自損の場合もTJKへ連絡するようお伝えください。 

連絡先  03-3239-9817 

【Ⅴ】社員や家族が交通事故などにあったとき 



用語索引 
あ 

一部負担還元金 P 7 9 
被保険者（本人）の自己負担額に対し、給付する付加給付金の呼称 

医療費助成制度該当届 P 9 10 

2～3割の自己負担額の全部または一部を国や市区町村等から助成を受けている場合に提出していただく届出書 

か 

家族療養費付加金 P 7 9 

被扶養者（家族）の自己負担額に対し、給付する付加給付金の呼称 

給付金受領代理人口座 P 3 9 

ＴＪＫからの給付金を受け取るために事業所様に開設していただいている給付金受取専用口座 

現役並み所得者 P 3 6 11 12 
70～74歳の標準報酬月額28万円以上の被保険者（本人） 

健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書 P 13 
低所得者［非課税の被保険者(本人)]の方用の自己負担額と食事標準負担額の減額用申請用紙 

健康保険限度額適用認定申請書 P 12 
課税被保険者(本人)用の高額療養費相当額を負担しないための申請用紙 

限度額適用認定証 P 11 12 14 
2～3割の自己負担額を限度額負担にするための所得区分を医療機関にお知らせする証 

高額療養費 P 5 6 11 15 
2～3割の自己負担から自己負担限度額を引いた健康保険法で定められた給付金の呼称 

高齢受給者証 P 11 

さ 

自己負担・自己負担額 P 3 5 6 7 8 14 

病院・調剤薬局等の窓口で支払う保険適用の2～3割の負担額 

自己負担限度額 P 5 6 8 11 14 

所得区分と総医療費に基づいて計算される、病院・調剤薬局等での支払額 

自動払 P 9 15 
毎月10日・20日・末日に、2～3割または限度額の自己負担に対し、申請不要のTJKからの給付方法 

柔道整復療養費 P 31 

小児用眼鏡 P 26 27 28 
9歳未満の弱視・斜視・先天性白内障術後の屈折矯正のための治療用眼鏡 

総医療費 P 5 6 7 8 14 
保険適用の10割分の医療費 自己負担限度額の計算に必要 

た 

低所得者 非課税の被保険者（本人） P 5 6 11 

は 

被扶養者 本人に扶養されている家族 P 3 8 

被保険者 会社に勤務している本人 P 3 5 6 7 9 

標準負担額（＝食事標準負担額） P 5 11 

入院時に負担する1回460円の食事代 給付対象外の費用 

標準報酬月額 P 5 11 

付加給付（＝付加金） P 7 8 14 
健康保険法に準じた給付のみならず、TJK独自で行う給付または給付金（大きなメリット！！） 

法定給付 P 5 
健康保険法に準じた給付または給付金 

ら 

療養の給付（＝現物給付） P 17 
保険証を提示して受ける「治療行為」としての給付（総医療費の7～8割相当） 

療養費（＝現金給付） P 17 
医療機関の窓口での10割負担、または治療用装具、小児眼鏡代金等を健康保険組合へ申請書を提出して受ける給付 

レセプト（＝診療報酬明細書） P 3 5 9 20 
人ごと・月ごと・医療機関ごと（医科・歯科別、入院・通院別）でTJKに請求される医療機関からの医療費請求書 

資料ページ 

70歳から74歳の方の自己負担割合(2または3割)が表示された証 保険証とともに医療機関等で提示必須（被保険者の年齢や報酬によって異なる） 

柔道整復師の施術に対し支払う給付（本来、一旦10割負担の立替後に申請により給付する7～8割分を柔道整復師に直接支払） 

保険料や保険給付の計算をする時に用いるもので、事業主から被保険者が受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額 

11 

11 

18 



ＭＥＭＯ 

[問合せ先]給付グループ０３－３２３９－９８１７ 


